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参考① 鋼矢板の腐食特性と腐食調査 

1.1 鋼矢板の腐食特性 

 鋼矢板の構造性能を確認するためには、腐食特性を理解し適切に腐食状態を調査する

必要がある。 

【解 説】 

 農業用水路の鋼矢板は、土地改良事業計画設計基準「水路工」や土地改良事業標準設計

「排水路」（昭和 61 年 5 月制定、平成 13 年 2 月廃止）に示されている腐食代（一般に表裏

あわせて 2mm）を考慮して設計されている。 

鋼矢板の設計に関する基準については、土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設

計「水路工」と土地改良事業標準設計 第９編「擁壁工」との２系統があり、これらの改

訂時期によっては、同じ設計年度でも両者の基準が違う場合があることに留意を要する。

なお、「擁壁工」については平成 22年４月をもって廃止されている。 

また、両者の設計基準の変遷と主な内容は「巻末資料５.設計基準の変遷」に示す。 

特に、「H5.5 土地改良事業標準設計 第９編 擁壁」の制定により、壁面摩擦角、継手効

率、許容変位量などの重要な項目が改正されていることに留意を要する。 

しかし、近年、腐食代以上に腐食が進行した施設が見受けられるようになり、鋼矢板の

防食及び補修・補強の対策が必要となっている。 

本項では、長寿命化対策検討に必要となる基本的な知識として、鋼矢板の腐食メカニズ

ムや腐食環境等について説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.1-1 鋼矢板の腐食状況（例） 

 

 なお、本項の解説に当たっては、主として港湾鋼構造物防食・補修マニュアル（2009 年）

平成 26 年 8 月（一般財団法人 沿岸技術研究センター）を参考としている。 
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1.1.1 鋼矢板水路の構造性能の低下機構 

 鋼矢板水路の構造性能が低下する要因の一つに鋼矢板の腐食があり、その低下機構を

理解し適切に腐食状態を調査する必要がある。 

【解 説】 

 鋼矢板水路の腐食に起因する構造性能の低下機構は、以下のとおりであると推察される

（図 1.1-1 参照）。まず、①鋼矢板の表面側では、気中部や干満帯上部において、水及び酸

素の供給による湿食が発生する（大気中の腐食）。流下する排水中には多量の溶存酸素が含

まれるため、この湿食は干満帯下部や水中部においても発生する（淡水中の腐食）。また同

時に、干満帯上部をカソード部（＋極）、干満帯下部をアノード部（－極）とするマクロセ

ル腐食電池が形成され（局部的な腐食）、②干満帯上部及び干満帯下部においてそれぞれ腐

食が進み、浮き錆へと進展する。また、③残存する板厚が小さくなった際に荷重が作用し

た場合は、鋼矢板の破断、割れ、湧水といった変状を生じるようになる。その後、④干満

帯上部及び干満帯下部ではさらに湿食が進み、開孔・断面欠損へと進展する。開孔・断面

欠損を生じた箇所では、排水が背面側にも流入するため、背面側からの腐食も発生する。

実際には、これらの過程に、気中部における乾湿繰返し、水中部におけるエロージョン（摩

耗）、表面の付着物に起因する通気差腐食などが複合的に作用しているものと推測される。

⑤開孔・断面欠損が拡大した箇所では、背面土が吸い出され、また、構造的安定性が失わ

れて、荷重が作用した際に⑥傾倒・倒壊に至るものと考えられる。 

出典：「石神暁郎（2017） 北海道における鋼矢板腐食実態と排水路性能低下の特徴、 

鋼矢板水路の腐食実態と補修・補強対策」 
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図 1.1-1 鋼矢板水路の構造性能の低下機構 

出典：「石神暁郎（2017）北海道における鋼矢板腐食実態と排水路性能低下の特徴」を基に修正 

 

① 腐食の発生 

② 浮き錆への進展 

③ 割れ・湧水の発生 

④ 開孔・断面欠損への進展 

⑤ 荷重の作用 

⑥ 傾倒・倒壊の発生 
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1.1.2 鋼矢板の腐食メカニズム 

 鋼矢板の腐食は電気化学的反応により進行する。 

【解 説】 

鋼矢板の腐食には、全て中性の水と酸素が関与している。水や酸素の供給状況は、設置

環境によって異なるため、それに応じて、腐食の速さや状況が異なるが､鋼に水と酸素が反

応して「さび」を形成する反応は同じである。鋼材を中性の水溶液に浸すと、その表面に

は種々の理由から陽極（アノード）と陰極（カソード）が存在し、局部電池（腐食電池）

を形成する。このアノードとカソードでは相互に電子を授受しながら式（1.1.1）及び式（1.1.2）

で表される反応が進行する。 

 

Fe→Fe 2+ + 2e-           アノード反応   (1.1.1) 

1/2O2 + H2O + 2e-→2OH－      カソード反応   (1.1.2) 

 

式（1.1.1）のアノード反応では鉄の溶解、また、式（1.1.2）のカソード反応では酸素の

還元が発生し、鋼の腐食反応は、式（1.1.1）と式（1.1.2）をまとめた式（1.1.3）で表せる。 

 

Fe + 1/2O2 + H2O → Fe(OH) 2
                   （1.1.3） 

 

式（1.1.3）で表されるように Fe (OH)2（水酸化第１鉄）が生じ、この Fe (OH)2 がさらに

酸素と反応し、水の結合離脱が生じて、Fe OOH（オキシ水酸化鉄）、Fe3O4（マグネタイト）

及び非晶質物質などからなる「さび」に変化する。なお、図 1.1-2 にさびの生成模式図を

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ａ）水滴下の局部電池         （ｂ）さびはさびを呼ぶ        （ｃ）さび層の形成 

              (腐食促進作用) 

図 1.1-2 さびの生成模式図 

出典：「鋼矢板 設計から施工まで（2014.10）」（一社）鋼管杭・鋼矢板技術協会 
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1.1.3 鋼矢板の腐食形態 

 鋼材に発生する腐食は、全面腐食と局部腐食に分けられる。 

【解 説】 

 鋼材の腐食形態は、使用される環境や条件により異なるが、その分類基準や定量的表示

方法はまだ確立されていない。しかし、鋼矢板水路に発生する腐食の種類や形態はそれほ

ど多くない。図 1.1-3 は、腐食の分類及び形態を示す。鋼材の腐食形態は、大きく全面腐

食と局部腐食の２種類に分かれる。全面腐食は、腐食環境にさらされた鋼材がほぼ均一に

減肉する腐食であり、局部腐食は、腐食環境中にある鋼材の特定の部位に深い侵食を発生

させる腐食を意味する。鋼矢板水路の場合は、局部腐食の形態を示す。 

 

 

 

 

出典：「港湾鋼構造物防食・補修マニュアル（2009 年版）」（一財）沿岸技術研究センター 

図 1.1-3 腐食の形態 
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1.1.4 鋼矢板の腐食環境 

農業用排水路に設置された鋼矢板の腐食環境は、気中部、干満帯、水中部、土中部、

背面土中部の 5 つに区分される。 

【解 説】 

鋼矢板の腐食環境は、図 1.1-4 に示すとおり、気中部、干満帯、水中部、土中部、背面

土中部の 5 つに区分できる。それぞれの区分ごとに環境及び腐食に特徴がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 気中部 

  気中部の範囲は、平水位から上部の部分で、洪水時及び降雨以外は水に触れない箇所

を指す。 

 気中部における大気腐食は、水と酸素の存在下で進行する電気化学反応である。酸素

は大気から供給され、水は降雨、結露などにより鋼材表面に水膜として存在し、腐食は

その水膜下で進行する。腐食の進行には、気温、湿度、降雨・降雪のほかに、海水飛沫

に由来する飛来塩分や、冬季に散布される凍結防止剤に由来する塩化物イオンなどが関

与する。 

 

1) 気中環境における腐食因子 

 ➀ 気温 

   腐食速度は、乾湿が繰り返される環境下では、気温の影響を受ける。温度が上昇す

ると、電気化学反応が促進されて腐食速度が大きくなる。 

 

 ➁ 湿度 

   腐食に影響を与える水分の供給源としては、相対湿度 100％以下で発生する大気中の

水分の吸着凝縮と、気温の急激な変化などにより大気中の水蒸気が凝縮した結露があ

る。 

   乾湿が繰り返されることにより、電気化学反応の進行と酸素の供給が繰り返されて

腐食は促進される。 

 

図 1.1-4 腐食環境区分 

計画洪水位 

気中部 

水中部 

土中部 

背面土中部 

干満帯 
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 ➂ 降雨・降雪 

   鋼材面への水の供給として、大気中に含まれる水分以外にも降雨や降雪がある。降

雨は、多量の水を供給するが、一方で鋼材表面に付着した汚染物質や腐食生成物を洗

い流す作用があり、雨が直接あたる部位の腐食を低減させる効果もあるため、構造物

の形状や部位によって腐食速度は異なる。 

 

(2) 干満帯 

干満帯の範囲は、季節的、日常的な通水量の変化により水位が変動する箇所を示す。 

干満帯における腐食は、酸素の存在下で進行する電気化学反応である。酸素は大気か

ら供給され、水は常時、水路から供給されるため、腐食が進行しやすい環境にあり、他

の部位より腐食速度が速いのが一般である。 

 

1) 干満帯環境における腐食因子 

 ➀ 水と酸素 

腐食に重要な役割を果たす水と酸素が十分に存在する環境であり、他の部位より腐

食速度が大きい。 

  

➁ 気温 

腐食速度は、乾湿が繰り返される環境下では、気温の影響を受ける。温度が上昇す

ると、電気化学反応が促進されて腐食速度が大きくなる。 

 

(3) 水中部 

 水中部は常時、鋼矢板が水中にあり、大気には触れない箇所を示す。 

  淡水環境中で鋼材の腐食進行に影響を与える因子としては、溶存酸素、pH、水温、塩

化物イオンなどがある。表 1.1-1 に示す調査事例によると、水中部では塩化物イオンの

影響が大きく、塩水遡上する排水路において腐食が著しく、塩化物イオンの影響が少な

い排水路では、腐食の進行は遅い結果となっている。 
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表 1.1-1 鋼矢板水路の腐食調査事例 

出典：「峰村雅臣他 鋼矢板水路の腐食特性へ及ぼす外部環境の影響評価 

 Ｈ25 農業農村工学会大会講演会講演要旨集」 

 

(4) 土中部 

土中部は、鋼矢板水路の計画底高以深の鋼矢板が常時土中にある箇所を示す。 

土中部で鋼材の腐食進行に影響を与える因子としては、通気性、抵抗率、溶解塩の種

類、濃度、水分、土の酸度、土のアルカリ度などがある。土中部は常時地下水面下にあ

るため、一般的には腐食は殆ど見られないが、腐食性土壌の場合は、腐食が進行するこ

とに留意する。 

なお、土壌の腐食性判定のための評価手法には主に「DIN50929（ドイツ規格協会）」と

「ANSI A 21.5-2010（米国国家規格協会）」の評価方法がある。いずれの手法も複数の調

査を実施し、各調査結果に応じて点数評価を行い総合点に基づき土壌の腐食性を評価す

るものである。DIN50929 では－5 点以下、ANSI A 21.5-2010 では 10 点以上で腐食性土壌

であると判断できる。詳細は「巻末資料 4 土壌腐食性調査の例」（巻末-38～42）参照。 

 

(5) 背面土中部 

  背面土中部は、鋼矢板の天端以深の背面側の箇所を示す。 

背面土中部での鋼矢板の腐食は、他の環境と比較すると軽微である。この環境に設置

されたタイロッドでは、腐食の報告事例が殆どない。ただし、背面土中部でも腐食性を

有する土壌が存在する場合や、水抜き工・サイドドレーンの上部、笠コンクリートの下

部など酸素や水の供給がある場合、背面からの腐食が進行することに留意する。 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 腐食傾向

Ａ排水路 Ｂ排水路 Ｃ排水路 Ｄ排水路 Ｅ排水路 Ｆ排水路 Ｇ排水路 Ｈ排水路 Ｉ排水路 Ｊ排水路

軽量3型 軽量3型 軽量3型 本鋼ⅡA型 本鋼ⅡA型 本鋼ⅡA型
本鋼ⅠA

～軽量3型
軽量5型 軽量5型 軽量3型

1977年 1976年 1984年 1988年 1989年 1998年 1998年 1999年 1994年 1978年

36年 37年 29年 25年 24年 15年 15年 14年 19年 35年 供用20年以上

緩く浅い砂
締まった

浅い砂
-

締まった

浅い砂

締まった

浅い砂
-

緩い

粘性土

締まった

浅い砂
- -

目　視
欠損部

多数

欠損部

多数

欠損部

少数
錆層剥離 錆層剥離 健全 健全 浮き錆 健全 錆層剥離

腐食厚

　(mm)
2,6 2.8 2.3 3.5 2.3 0.0 0,8 0.5 1.7～0,4 1.6 2mm以上

0.07 0.08 0.08 0,14 0.1 0.0 0.05 0.04
0.02

～0.09
0.05 O.06mm/年以上

１月 2,300 300 150 170 33 54 41 77 89 130

10月 I,600 220 360 340 140 12 18 54 55 28

平均値 1,950 260 255 255 87 33 30 66 72 79

深度

5mまで
56.2 41.7 81.0 111.3 146.8 58.2 44.5 146.5 424.3 137.3

深度

10mまで
44.3 48.8 87.9 102.3 180.3 59.0 46.4 131.4 325.8 110

平均値 50.3 45.3 84.5 106.7 163.6 58.6 45.5 139.0 375.1 123.7

※ 腐食傾向の目安を超えるもの

100Ω・m以下

大地

抵抗率

(Ω・m)

100mg/l以上

腐食速度（mm/年）

塩化物

イオン

(mg/l)

番　　　号

路線名

基礎地盤

健全度

鋼矢板形式

供用年数

施工年度

分離 分離 分離
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1.1.5 腐食速度 

鋼矢板水路の腐食速度は、腐食環境によって異なるが、干満帯が特に著しく腐食する。

【解 説】 

鋼矢板の腐食速度は、対策範囲を決める上で重要な項目であり、腐食因子や腐食環境に

より異なる。このことから、腐食速度を推定するために必要な板厚測定に当たっては、腐

食環境を事前に調査し現地を十分確認したうえで、測定範囲を決める必要がある。 

図1.1-5に供用開始後 30 年経過した農業排水路において板厚測定を実施した事例を示す。

この排水路の概要は、勾配 1/3,000、幅 2.65m、壁高 1.50m、 大計画流量 2.831m3/s である。 

板厚調査事例（図 1.1-5参照）によると、干満帯では腐食が著しく 2mm 程度進行してい

る一方、土中部での腐食は殆ど進行していない。 

 

残存板厚：鋼矢板２枚１組の横８列の平均板厚 

 

図 1.1-5 農業排水路における板厚測定の調査事例 
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参考として、表 1.1-2 に河川における鋼矢板の腐食速度と水質の関係を調査した事例を

示す。 

表 1.1-2 河川における腐食速度と水質の調査事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「東京都建設局 鋼矢板腐食調査（隅田川外 13 河川）報告書」 
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1.2 現地調査時の鋼矢板腐食調査 

 現地調査時に行う鋼矢板の腐食に関する調査は、鋼矢板の腐食状況、補修・補強工法

の種類などに応じて調査項目や調査範囲を適切に定めて実施するものとする。 

【解 説】 

 現地調査は、本図書本編「2.3 現況施設の確認」に基づき行うが、「鋼矢板の腐食に関

する調査」の具体的な調査項目、調査範囲及び調査方法については、本項を一つの事例と

して各現場において適切に定めるものとする。 

現地調査は補修・補強工法の選定、補修・補強工法を施す範囲の決定、補修・補強断面

の設計などを行うために必要なデータを取得することを目的に、より広範囲に詳細に調査

を行うことを基本とする。 

 一方、現地調査時に行う鋼矢板の腐食に関する調査においては、腐食の状態、施設の構

造形式、想定される補修又は補強の対策工法などに応じて調査項目や調査範囲を十分検討

し、調査箇所ごとに調査計画を策定する必要がある。特に板厚の測定については、その目

的が鋼矢板の「健全性の確認」と「対策範囲の決定」であるため、適切に実施するものと

する。 

 また、鋼矢板は、笠コンクリート下部や土質の変化点、水質、土壌、水位、水抜き工な

どにより特定の位置において腐食を引き起こすことがある。このため、腐食の発生要因と

その状況を把握することも念頭に調査を行う。 

 対策として、腐食して板厚が減少した鋼矢板断面を補修・補強後の断面として設計する

場合や、鋼矢板に当て板等を溶接する場合もあることから、こうした対策を見込む場合は

該当地点の鋼矢板の板厚をより詳しく調べる必要がある。 

 なお、性能評価の結果、構造耐力が不足すると判断された場合は、「補強」又は「更新」

が必要となるため、本図書適用対象外となるが、この場合であっても腐食が要因の一つと

考えられる場合は、本図書の腐食に関する調査は有効である。 

 

 以下に鋼矢板腐食調査の手順をフローに示す。 
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(1) 巡回目視 

巡回目視は、鋼矢板の腐食状態の概略を把握するとともに、近接目視箇所、板厚測定

箇所を選定するために行うものであり、下記項目について行うものとする。異常が認め

られた場合は状況を記録するとともに、必要に応じて写真撮影を行う。 

 

① 発錆箇所の範囲   ② 局部腐食発生の有無 

③ 孔食及び開孔・断面欠損の発生の有無  ④ 付着物の状況 

⑤ 流下物等の衝突の痕跡の有無  ⑥ 鋼矢板変位状況 ⑦ 鋼矢板傾倒・倒壊状況 

 

巡回目視の結果を基に、近接目視箇所及び板厚測定箇所を選定する。 

 

(2) 調査地点の選定 

調査地点は、巡回目視結果に基づき鋼矢板水路に生じている変状の程度を踏まえ選定

する。詳細は後述の「1.2.1 調査地点の選定」に示す。 

 

(3) 近接目視 

近接目視は、選定した調査地点において鋼矢板表面付着物を部分的に除去し、腐食状

態を詳細に把握するために行うものであり、目視及び簡易計測により下記項目について

行うものとする。異常が認められた場合は状況を記録するとともに、必要に応じて写真

撮影を行う。 

 

① 発錆箇所の範囲   

② 局部腐食発生の有無・位置 

③ 孔食及び開孔・断面欠損の発生の有無・箇所・形状・寸法 

④ 鋼矢板変位量 

⑤ 土壌調査等（つぼ掘り等） 

 

腐食性土壌の疑いがある場合（水路底面付近の水中部で測定した板厚が減少している

場合等）は、つぼ掘り等により水路底面以深や背面土中部の腐食状況を確認することが

有効である。 

 

(4) 板厚測定 

 板厚測定は、選定した調査地点において、水位環境や曲げモーメントの発生箇所等を

踏まえ測定箇所を選定し超音波厚さ計等を用いて実施する。詳細は後述の「1.2.2 板厚

測定箇所の選定」～「1.2.5 板厚の測定方法」に示す。 
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1.2.1 調査地点の選定 

調査地点は、過去の機能診断調査の結果や詳細調査時に実施する巡回目視により、板

厚の減少や変位が著しいと推定される箇所を重点的に選定する。  

【解 説】 

 「健全性の確認」のための調査地点は、巡回目視により選定した測定箇所を縦断的に表

した点のことで、腐食の状況を表すとともに、性能評価を行う場合の構造物を代表する点

であるので、適切に選定されるよう配慮する必要がある。 

 選定に当たっては、機能診断調査及び現地調査時に実施する近接目視の結果に基づき、

開孔や孔食の発生状況、さびの範囲などの腐食状況、構造物建設後の経過年数、鋼矢板や

切梁・腹起しの初期板厚などを考慮して、腐食や変位が著しく対策が必要と推定される箇

所を重点的に行う。 

 巡回目視の結果より、腐食状態が縦断方向にかなりの区間にわたってほぼ一様であると

判断される場合は、縦断方向に約 100m ごとに１調査地点を選定する。ただし、水路の同一

断面区間では、 低でも２調査地点について行うことが望ましい。 

その他、素地調整等が終わった段階で腐食環境を考慮し、適宜調査地点を追加するなど、

今後の効率的な調査方法の検証のためのデータを収集し、今後の調査に役立てるものとす

る。 

一方、「対策範囲の決定」のための調査地点は、巡回目視の結果等により、縦断的な腐食

状況の変化を考慮し適切に設定するものとするが、水路の同一断面のうち 低でも２調査

地点について行うことが望ましい。また、着工時には、現地調査時に水面下で調査できな

かった箇所を追加で調査し、適切に対策範囲を決定する。 
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1.2.2 板厚測定箇所の選定 

 板厚測定箇所は、既設鋼矢板の健全性の確認（性能評価）や対策範囲の決定、腐食代

の設定など重要な項目に使用することから、適切に選定する必要がある。 

【解 説】 

(1) 健全性の確認のための測定箇所 

  「健全性の確認」のための測定箇所は、性能評価（応力度、変位量等の照査）に使用

する重要なデータとなるため、鋼矢板の腐食状況や曲げモーメント等を十分把握した上

で設定する。 

  測定箇所は、鋼矢板の腐食状態を十分に考慮し、目視調査の結果に基づき 適な位置

を確認した上で位置を選定する。腐食が進行している鋼矢板については、危険な状態を

見落とすことのないように入念な調査を行い記録する必要がある。 

図 1.2-1に標準的な「健全性の確認」のための測定箇所を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2-1 「健全性の確認」のための測定箇所の標準 

※標準測定箇所と開孔・断面欠損部は、同一箇所となる場合もある。 

 

 

 

なお、図 1.2-1 において、標準測定箇所は、既設鋼矢板の現有板厚による性能評価を

行うため、 大曲げモーメント発生付近で測定可能な水路底付近、腐食速度が大きい干

満帯、気中部で腐食を受けにくい水路天端の 3 か所としている。 

  開孔部・断面欠損部がある場合「1.2.4 孔食及び開孔・断面欠損の測定」を参照する。 

自 立 式 

気中部 

干満帯 

水中部 

土中部 

曲げモーメント図 

標準測定箇所（気中部） 

標準測定箇所（干満帯） 

測定箇所 
（腐食性土壌の場合） 

標準測定箇所（測定可能な

大曲げモーメント付近） 

切 梁 式 

気中部

干満帯

水中部

土中部

曲げモーメント図

標準測定箇所（気中部） 

標準測定箇所（干満帯） 

標準測定箇所（ 大曲げ

モーメント付近） 

測定箇所 
（腐食性土壌の場合） 

測定箇所（開孔部、断面欠損部） 
測定箇所（開孔部、断面欠損部） 
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  その他対策後の腐食代の設定に当たり、腐食性土壌の疑いがある場合（計画底高付近

の水中部で測定した板厚が減少している場合等）は、つぼ掘り等により計画底高以深の

板厚を測定することが有効である。 

 

(2) 対策範囲の決定のための測定箇所 

 「対策範囲の決定」のための測定箇所は、鋼矢板の鉛直方向での板厚を測定する箇所

を示す位置を表した点のことで、鋼矢板の鉛直方向の腐食の分布状態を把握し必要な対

策範囲を設定する点である。鉛直方向の測定間隔は、腐食状況等に応じてなるべく密に

行うことが望ましい。図 1.2-2 のとおり、標準測定箇所を鋼矢板の凹部と凸部にしたの

は、一般的に凸部が凹部より腐食が進行している傾向にあり、正確な板厚状態を把握す

るためである。 

また、鉛直方向の測定間隔は壁高のほか、著しい局部腐食を受けている可能性の高い

干満帯の範囲等については、腐食状況により各現場において適切に設定する必要がある。

実際には 50cm 程度としている場合が多いが、気中部と水中部についても、対策実施の境

界線に当たる場合が多いので、適切に測定間隔を設定する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

気中部 

干満帯 

水中部 

土中部 

凹部 凸部 凹部凸部 

笠コンクリート 

標準測定箇所 

図 1.2-2 「対策範囲の決定」のための標準測定箇所 
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測定点（５点）

 

鋼材の地肌を露出させる 

おおよその範囲 

1.2.3 板厚測定点の選定 

板厚測定点は、鋼矢板の形状を考慮して選定する。 

【解 説】 

 鋼矢板の板厚測定点は、鋼矢板の同一断面内で板厚を測定する点のことで、図 1.2-3 に

示す各板厚測定点においては、図 1.2-4に示すように公称板厚が一様な約 10cm×10cm の範

囲内で数点に超音波厚さ計の探触子を当てて板厚を測定することを標準とする。約 10cm×

10cm の範囲を選定することが無理な場合には、必ずしもこれによる必要はない。しかし、

測定点数を増やすなどして測定精度の向上を図ることが必要である。 

 測定箇所における部材の水平断面形状を把握するためには、水平面内で密に板厚を測定

することがよいが、図 1.2-3 及び図 1.2-4 に示すように板厚測定点及び超音波厚さ計の探

触子を当てる点を選定すれば、構造設計に必要な腐食の状態をほぼ把握できることから、

図 1.2-3 に示す位置を標準とした。これらの図を参考に、腐食の状態や性能評価方法によ

って適宜測定点を定めるものとする。 

 板厚測定点においては、数点に超音波厚さ計の探触子を当てて板厚を測定し、それらの

平均値をその板厚測定点の板厚とする。腐食量は局所的にはバラツキがあるが、それを詳

細に表現するよりは平均値を扱ったほうが性能評価を考慮すると現実的であることから、

ある範囲内での測定値の平均値を求めるため、数点に厚さ計の探触子を当てて測定するこ

ととする。探触子を当てる点は、標準的には図 1.2-4のように５点を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

図 1.2-4 板厚測定点 

水路側 

背面土側 

凹部 

凸部

図 1.2-3 板厚測定点の標準 
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1.2.4 孔食及び開孔・断面欠損の測定 

板厚測定において局部腐食による孔食及び開孔・断面欠損が発見された場合、既設鋼

矢板の性能評価と対策工法検討のために孔食及び開孔・断面欠損を測定し、既設鋼矢板

の実態を把握する。 

【解 説】 

 腐食した鋼材表面には、ほぼ一様に腐食が進行した平坦な部分と、大小の孔食が多数点

在している部分がある。また、局部腐食が進行すると開孔や断面欠損が生じる。既設鋼矢

板の性能評価精度を上げるためには、この開孔や断面欠損部の状態を調査し、実態を把握

することが重要である。 

 孔食及び開孔・断面欠損部の実態把握の目的は、鋼矢板の「性能評価」と「対策工法の

検討」である。 

「性能評価」のための調査は、既設鋼矢板の構造耐力を評価することを目的とし、板厚

だけではなく孔食及び開孔・断面欠損の状況等を測定・記録する。この場合、笠コンクリ

ートの目地を単位とした１スパンで鋼矢板が傾倒・倒壊するケースが多いことから、１ス

パン当たりで整理・記録することが望ましい。なお、開孔の程度が断面性能に与える影響

の目安を「巻末資料３ 開孔が断面性能に与える影響」（巻末-35～36）に示しているので

現地で測定した開孔・断面欠損と比較し判断指標の参考とされたい。 

また、「対策工法の検討」のための調査では、孔食及び開孔・断面欠損部の周辺の板厚測

定を行い溶接の可否等を判断する。 

なお、板厚測定において孔食（概ね深さ３mm 以上のもの）が発見された場合、超音波厚

さ計による現有 小板厚の測定は困難なことが多いため、型を取ったり、デプスゲージな

どで深さを測定し現有 小板厚を把握するとともに、腐食の形状などを記録に残す必要が

ある。孔食が多数ある場合には、目視上で孔食が大きいと判断される５か所程度を選定し、

孔食の深さを測定することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真 1.2-1 孔食及び開孔の状況（例） 
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1.2.5 板厚の測定方法 

鋼矢板の残存板厚は、超音波厚さ計により測定する。 

【解 説】 

 超音波厚さ計とは、鋼材の表面に当てた探触子から鋼材面に放射した超音波パルスが鋼

材裏面で反射され、探触子に戻るまでの時間が超音波の通過する距離に比例することを利

用して鋼材の厚さを測定するものである。 

 板厚測定点では、ほぼ 10cm 四方をハンマーやスクレーパーなどで付着物を除去し、金剛

砥石やエアーサンダなどで鋼材面を研磨し、鋼材の地肌を露出させる。この際、鋼材面地

肌を過度に削り取らないように注意しなければならない。サンダを用いる場合は特に注意

が必要である。 

 超音波厚さ計の探触子は、定められた測定点に当てて測定する。その際、異常と思われ

る数値が示されたときは、再度測定するなどの対応が必要である。 

 また、板厚測定と同時に、板厚測定点の鋼材表面の状態を調査するとともに、写真撮影

しておくことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1.2-3 超音波厚さ計による測定状況（例） 

写真 1.2-2 板厚測定状況（例） 
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鋼矢板の残存板厚を測定する方法は、前述のように超音波厚さ計を用いるのが一般的で

あるが、この方法では鋼材表面を露出させ、探触子を鋼材表面に直接押し当てる必要があ

ること、また、得られるデータは探触子を押し当てた「点」の情報だけであり、「線」ある

いは「面」として板厚を把握したいときには、測定点を増やす必要があることに留意する。 

板厚測定の留意点として、腐食が著しい鋼矢板表面には凹凸が発生していることがあり、

この場合、板厚の測定精度が落ちるため注意を要する。特に探触子では凸部で測定してし

まうケースが多いので、表面の凹凸を考慮し適切に板厚を評価するとともに、既設鋼矢板

の性能評価における該当部鋼矢板の取扱いについて検討する。 

また、測定面と探触子の間には、空気の層が入らないように、粘度の高い接触媒質を十

分に塗布する。塗布量が少ない場合や、粘度の低い接触媒質を使用した場合は、測定面と

探触子の間に空気の層ができ、超音波が測定物に透過しないため測定ができない。 

なお、詳細調査時に水面下の板厚測定を行うことは、設計の手戻り等を防止するために

も重要な作業であることから、施設管理者等と調整を行い水位低下や断水により調査を行

うことが望ましい。水位低下や断水が困難な場合は、水中計測用の超音波厚さ計により、

できる限り板厚測定を行う対応を検討する。 
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【腐食が著しい部分の測定時の注意点】 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

               写真 1.2-4 腐食鋼矢板の凹凸発生状況（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  腐食による大きな凹凸が発生している No.1～No.3 の平均板厚は 2.84mm である。 

しかし、測定結果の板厚は凸部の板厚と思われ、実際の板厚はさらに薄いことが想定される。

グラインダー等の前処理を行い、超音波厚さ計等により測定することが困難な場合は、デプス

ゲージ等により凹部の深さを測定するなど適切に板厚を評価することが重要である。さらに、

開孔や断面欠損部周辺で著しく板厚が減少している箇所や亀裂が生じている箇所等、既設鋼矢

板の性能評価において残存板厚として評価できないと判断される場合には、開孔・断面欠損部

として評価する。 

〇板厚調査(mm)  

測定 No. 測定値 測定 No. 測定値 測定 No. 測定値 測定 No. 測定値

1 2.63 4 4.17 7 4.63 10 4.26

2 2.95 5 4.05 8 4.42 11 4.41

3 2.95 6 3.78 9 2.96 12 4.17

平均値 2.84 平均値 4.00 平均値 4.00 平均値 4.28

腐食深さ 2.16   1.00   1.00   0.72

 

 表 1.2-1 超音波厚さ計による板厚調査の留意点 

事 例 前 処 理 の 概 要 

測定面に腐食によるさび，浮

いたスケール，異物の付着が

あり，凹凸がある場合 

 

探触子を接触させる面は，平滑でないと測定精度が確保できない。よって，

左記の場合，ワイヤーブラシ等により，黒皮又は鋼材表面が現われるまで

除去し，サンドペーパー等で表面を平滑に処理する。なお，ブラシ等で除

去できない場合は，電動グラインダーにより除去し， 探触子が設置できる

面を確保する。 

出典：「附属物（標識、照明施設等）点検要領 国土交通省道路局国道・防災課」 

No.3 No.2 

No.1 

No.4 No.5 No.6 

No.7 No.8 No.9 

ノギスでの計測結果では凸部で 2.2mm あり、 
超音波厚さ計とほぼ同じ値を示した。 
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1.2.6 変位量の測定方法 

鋼矢板の変位量の測定は、下げ振りや傾斜計を用いることを標準とする。 

【解 説】 

 変位量の測定は、頭部変位量が許容変位量を超えているかどうかを判断するために行い、

その測定方法は下げ振りや傾斜計等により行う。また、必要に応じ両岸の笠コンクリート

間の距離なども計測する。しかし、これは土中部の傾斜状況が測定できないことや、鋼矢

板打設時の管理基準値（±65mm）が許容変位量に対して大きいことなどから、測定精度が

低下することに留意する必要がある。 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

写真 1.2-5 下げ振りによる測定状況（例）   写真 1.2-6 傾斜計による測定状況（例） 
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1.2.7 その他の測定 

鋼矢板腐食に係る構造耐力の評価や対策の検討・実施に当たり、鋼矢板の形式等を正

確に把握する必要がある。 

【解 説】 

 鋼矢板の形式等については、図面等と相違がある場合も想定されることから、現地調査

時にも確認することが望ましい。鋼矢板形式については、気中部等の露出部において確認

可能であり、矢板長についても根入れ深さ測定装置等により確認することが望ましい。な

お、鋼矢板の規格及び断面性能については、巻末資料に示す。 

 


